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小児二次救急に広域輪番制を導入

急病のとき 西条市休日夜間急患センター

在宅当番病医院（外科）

月～土曜日：19時～22時（内科）
日曜日・祝日：９時～18時（内科・外科）
電話：℡0897－52－2001
住所：野々市40番地１

月～土曜日：18時～22時
当番病医院：広報紙、市ホームページ、
　　　　　　テレホンサービスでお知らせ

一次救急

入院治療が必要な重症患者の医療 重症で高度な専門性を要する医療
内科（市内４病院が輪番で対応）
　済生会西条病院・西条中央病院・
　村上記念病院・市立周桑病院
外科（市内６病院が輪番で対応）
　済生会西条病院・西条中央病院・
　村上記念病院・市立周桑病院・
　横山病院・西条市民病院

二次救急 三次救急

小児科
（４病院が３グループの輪番制で対応）
●県立新居浜病院
●住友別子病院
●西条中央病院・四国中央病院

■８月１日からの対応（追加）

東予救命救急センター
（県立新居浜病院隣接）

■休日・夜間当番医の確認方法
　◎愛媛医療情報ネット
　　http://www.qq.pref.ehime.jp/
　◎テレホンサービス　℡ 0897－58－2200
■受診するか困ったら？
　◎こどもの救急ホームページ
　　http://kodomo-qq.jp/ 
　◎小児救急医療電話相談　℡ #8000

症状によって医師が
判断し、二次救急医
療機関へ紹介・搬送
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・
重
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　都市部への医師の偏在と診療科目の偏在は深刻
な問題となっており、とりわけ地方都市における
産科医や小児科医の不足は、そこに住む人々の暮
らしに暗い影を落としています。
　そうした中、西条・新居浜・四国中央の東予東
部地区の三市では、小児科の二次救急（入院や手
術、検査などを必要とする重症患者が対象）につ
いて、８月１日から広域輪番制を導入することに
なりました。
　具体的には、当市の西条中央病院、新居浜市の
県立新居浜病院と住友別子病院、四国中央市の四
国中央病院の四医療機関が交代で、このエリアの

小児科の二次救急を担当することになります。
　子どもさんの突然の発症や受傷などで救急車の
出動を要請しても、当番医療機関によって市外の
病院に搬送される場合もありますし、自ら受診す
る場合でも市外まで行かなければならない場合も
生じますが、二次救急を担当する医療機関の小児
科医にかかる多大な負担を軽減するとともに、将
来にわたる二次救急医療の安定的な体制の維持確
保を図るためのものですので、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
■問合せ　総合福祉センター内
　　　　　地域医療課　℡0897－52－1395
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８月の小児二次救急医療当番病院
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【公共下水道のお問合せ】　市庁舎本館下水道工務課　下水道計画係　℡0897－52－1223
【浄 化槽のお問合せ】　市庁舎別館環境衛生課　衛生係　℡0897－52－1461
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　赤十字募金（赤十字社員増強運動）が５月１日か
ら全国一斉に展開され、市内でも多くの方にご協力
いただき、６月24日現在で13,723,683円の募金が寄
せられました。ご協力ありがとうございました。
　寄せられた募金は、赤十字の国際救援活動、災害
救助活動、血液事業など幅広い事業で活用され、市
内では、救急法の講習、火災や自然災害などの被災
者への救助物資や見舞金などに活用されます。

　次の方々からご厚志をいただきました。
心からお礼申し上げます。（順不同　敬称略）

【問合せ】
○市庁舎別館社会福祉課総務福祉係　℡0897－52－1288
○各総合支所市民福祉課福祉係（東予）、市民福祉係（丹原・小松）

■各種団体
○東予地方局課税課　　○㈱ダイナム愛媛西条店
○西条商工会議所　女性会
○国際ソロプチミストいしづち　○㈱こっこー　
○愛媛県農林水産研究所 畜産研究センター 養鶏研究所

■個人
○（故）引地馨（下島山）　○柳瀬英子（壬生川）
○（故）眞田榮（北条）　　○越智賢（三津屋）
○三並佳代子（高田）
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※重症小児対応機関
　愛媛大学医学部付属病院、県立中央病院

　東予・丹原地区の河川が注ぐ瀬戸内海燧灘の海岸は、自然に恵まれ、かつ
ては「カブトガニ天国とよばれるほどのカブトガニが生息していましたが、
高度経済成長に伴う海岸の埋め立てや海水の汚染などの影響により、現在で
はほぼ絶滅寸前の状態にあります。
　こうした状況を受け、市では、公共下水道や浄化槽を設置し、生活排水を
きれいに浄化して河川や海に放流することによって沿岸に生息するカブトガ
ニの保護育成を図るため、平成22年度から地域再生計画（第二期）の認定を
受け、汚水処理施設整備交付金を用いて汚水処理施設の整備を行っています。
今回の変更計画は、昨年度末に行った下水道法に基づく事業計画の変更（事
業の区域拡大・期間延伸）に合わせて変更した計画が認定されたものです。
　市では、今後も汚水処理施設の整備に積極的に取り組みますので、公共下水道が使える地域にお住
まいの皆さんは、公共下水道への接続を、また、公共下水道事業区域外の地域にお住まいの皆さんは、
浄化槽の設置をお願いします。


